
＜ 振り込め詐欺救済法における手続の流れ ＞ 
   

                    

 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

失

権

手
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     名義人の権利行使の届出 
     名義人又は被害者の訴訟提起等 
 
             
     なし      あり 
     

② 金融機関による、犯罪利用預金口座等と疑うに足 

りる相当な理由があることの認定 

 
③ 預金保険機構による失権のための公告 

④・一定期間（60日以上の期間）の経過 
        ＝  
  ・失権（名義人の預金等債権消滅） 
    ＝（金融機関に被害者への分配金の支払を行う義務発生） 

訴訟等の既存の法制度による解決

⑤・預金保険機構による分配金支払のための公告 
・金融機関による被害者からの支払申請受付 
 （30日以上の申請期間） 

⑥ 支払請求権の確定 
(金融機関による、被害者から提出された資料等による被害者 

・被害額・支払額の認定) 

⑦ ⑥で認定された被害者への支払（金融機関より支払）

⑧ 残余財産の活用 

支

払

手

続 

・一定割合を預金口座等の名義人の救済に充てる

・その余を犯罪被害者の支援のために用いる 

 
残余財産あり（金融機関から預金保険機構へ納付） 

①  金融機関による、犯罪利用の疑いがあると認める 
預金口座等の約款に基づく取引の停止等の措置 

金融機関による預金保険機構への公告の求め 

金融機関による預金保険機構への公告の求め 


